
入 札 説 明 書 
 

この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、条件付一般競争入札に参加しよう

とする者（以下「入札参加者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を

明らかにするものである。 

 

１ 委託業務内容 

（１）業 務 名 一級河川簗川ほか自記水位測定装置保守点検業務委託 

（２）仕様等  別紙仕様書のとおり 

（３）委託期間 令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

（４）履行場所 盛岡市東中野地内ほか 

 

２ 入札参加資格 

  次の全てを満たすものであること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167 条の４第１項及び第２項各号のいずれ 

かの規定に該当しない者であること。 

（２）条件付一般競争入札参加申請書を期限までに提出した者であること。 

（３）入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止を 

受けていないこと。 

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てをしている者若し

くは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に

基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てをしている者でな

いこと。 

（５）役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号)第２

条第２号に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下

同じ。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 

（６）国土交通省又は地方公共団体の各機関が発注した自記水位測定装置に関する保守点検業務

若しくはこれに類する業務又は自記水位測定装置に関する工事について、平成 23 年４月以

降実績を有する者であること。 

 

３ 入札参加者に求められる事項 

（１）入札参加希望者は、次の書類を令和８年２月 27 日（金）午前９時から令和８年３月 11 日

（水）午後５時までの間に９（２）の場所に提出しなければならない。 

   なお、入札参加希望者は、提出した書類について説明を求められた場合は、それに応じな 

ければならない。 

 ア 競争参加資格を証明する書類 

   条件付一般競争入札参加申請書に、平成 23年度４月以降に国土交通省又は地方公共団体の

各機関が発注した、自記水位測定装置保守点検業務委託又は自記水位測定装置に関する工事

の実績を証明するものとして、各機関と交わした契約書の写しを提出すること。 

（２）岩手県知事は、入札参加希望者が提出した書類の確認を行い、その結果を、令和８年３月

13 日（金）までに通知するものとする。 

なお、岩手県暴力団排除条例の施行に伴い、入札参加者から暴力団等を排除するため、暴 

力団等に該当するか否かについて、岩手県警察本部に照会する場合があること。 

 

４ 入札及び開札の日時及び場所等 

  令和８年３月 18 日（水）午前 10 時 00 分（場所：岩手県庁屋上３階 P３会議室） 
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（１）入札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入 

場することができない。 

（２）入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては入札場に入場することができない。 

（３）入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公 

正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場

から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 

（４）その他詳細は、一般競争入札心得によること。 

 

５ 入札保証金に関する事項 

  免除 

 

６ 契約に関する事項 

（１） 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（２） 落札者は、契約保証金として契約額の 100 分の 10以上の額を、契約締結前に納付しなけ 

ればならない。ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契

約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 

（３）契約保証金には、利息を付さない。 

（４）契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 

（５）契約条項は、別添契約書(案)のとおりとする。 

 

７ 再度入札に関する事項 

（１）初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 

（２）開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 

４（３）により、入札場から退去させられた者も、また同様とする。 

 

８ 本説明書等についての疑義 

（１）本説明書等について疑義がある場合には、令和８年２月 27 日（金）午前９時から令和８年

３月 11 日（水）午後５時までの間に書面により県土整備部河川課総括課長まで申し出るこ

とができる。 

（２）前号の疑義に対する回答は、入札参加希望者に対し令和８年３月 13日（金）までに FAX に

より送信する。 

 

９ その他 

（１）入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参 

加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 

（２）入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

   郵便番号 020-8570 岩手県盛岡市内丸 10番１号 

   岩手県県土整備部河川課 流域治水担当 

   電話番号 019-629-5906 FAX 019-629-5909 
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